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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則

一
e

五
（
特
別
職
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規

則
を
制
定
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日

人
事
院
総
裁

中
島

忠
能

人
事
院
規
則
一
e

五
e

一
一

人
事
院
規
則
一
e

五
（
特
別
職
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
e

五
（
特
別
職
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
中
「（
二
人
）」
を
「（
三
人
）」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

令
第
二
号

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
容
器
包
装
に
係
る

分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商

品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日財

務
大
臣

塩
川
正
十
郎

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

農
林
水
産
大
臣

武
部

勤

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

環
境
大
臣

川
口

順
子

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

農
林
水
産
省
、
通

生

省
、

商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ハ
中
「
第
二
百
八
条

の
二
」
を
「
第
二
百
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
）か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
十
一
号

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
特
定
家
庭
用
機
器

再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
三

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
家
庭
用
機
器

再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

環
境
大
臣

川
口

順
子

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二

年
厚

生

省
、

通
商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ハ
中
「
第
二
百
八
条
の

二
」
を
「
第
二
百
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
）か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
六
十
五
号

指
定
公
証
人
の
行
う
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
二
条

第
一
項
及
び
第
十
条
第
二
項
（
第
十
四
条
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
電

子
署
名
の
方
式
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日

法
務
大
臣

森
山

弓

™�


